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第十九
■宅地造成又は特定盛土等に関する工事

　の届出書
○ ー

第二十 ■土石の堆積に関する工事の届出書 ー ○
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　・個人番号は無記載又は黒塗りすること。

（省令第58条）

　・個人番号は無記載又は黒塗りすること。

（省令第58条）
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　・盛土、切土又は土石の堆積をしようとする土地

　　及びその付近の状況を明らかにすること。

（省令第58条）

■委任状
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　届出書

（省令第58条）

綴

じ

順

書類の内容 提出区分

様式 内　容　等
宅地造成

特定盛土等
土石の堆積備　　考

○

ー

■住民票又は個人番号カードの写し

△ △

ー

■履歴事項全部証明書

■役員の住民票又は個人番号カードの

　写し

△ △

届出（一定規模）　提出書類・図面一覧

ー ■許可申請の場合と同様に、「資料４」のうち該当する図面一式

　図面一式

○ ○

参考
　　委任内容を記載し、印鑑証明書を添付すること。

△ △

　工事主に関する書類

　その他書類

ー ■現況写真 ○

⚫ 代理人が手続を行う場合

⚫ 届出者が個人である場合

⚫ 届出者が法人である場合

資料５

※提出区分の「○」は全て、「△」は備考欄●の条件に該当する場合に提出が必要となります。


